
愛知県の予防接種に関する

取り組みについて

愛知県感染症対策局感染症対策課

医療体制整備室感染症グループ

令和５年９月1０日（日）
第２回予防接種基礎講座



本日の内容

予防接種の間違いについて

県で実施している主な事業・調査

最近の主な予防接種制度の改正等



定期接種実施要領
（厚生労働省通知）

予防接種法施行規則、予防接種実施規則
（厚生労働省令）

予防接種法施行令

予防接種法

予防接種に関する法令等



「定期接種実施要領 第１総論 ２２予防接種の間違い」より

重大な健康被害につながるおそれ

ある ない

以下の内容を速やかに報告

①予防接種を実施した機関
②ワクチンの種類、メーカー、ロット番号
③予防接種を実施した年月日（間違い発生日）
④間違いに係る被接種者数
⑤間違いの概要と原因
⑥市町村長の講じた間違いへの対応

（公表の有無を含む。）
⑦健康被害発生の有無

（健康被害が発生した場合は、その内容）
⑧今後の再発防止策
⑨市町村担当者の連絡先

（電話番号、メールアドレス等）

当該年度（毎年４月１日から翌年３月31日ま
での間）に発生した間違いを取りまとめの上、
翌年度に報告する。

用法用量の誤り
有効期限切れワクチン
血液感染を起こしうる場合 等

接種間隔の誤り など

予防接種の間違い事例の報告について



本県の予防接種の間違い報告（推移）



令和４年度予防接種の間違い報告（全体）
間違いの態様 件数（件） 割合（％）

接種間隔誤り 252 58.6

不必要な接種 75 17.4

期限切れワクチンの使用 18 4.2

ワクチン間違い 12 2.8

対象者誤認 8 1.9

接種量誤り 5 1.2

接種器具の不適切使用 4 0.9

接種部位・投与方法誤り 3 0.7

血液感染を起こしうる間違い 3 0.7

その他 50 11.6

総計 430 100.0

ワクチンの種類 件数（件） 割合（％）

HPV 83 19.3
日本脳炎 73 17.0
B型肝炎 44 10.2
MR 40 9.3
ヒブ 39 9.1
DPT-IPV 30 7.0
小児用肺炎球菌 27 6.3
ロタウイルス 24 5.6
水痘 22 5.1
インフルエンザ 17 4.0
DT 14 3.3
成人用肺炎球菌 10 2.3
BCG 3 0.7
風しん 3 0.7
DPT 1 0.2
総計 430 100.0



令和４年度予防接種の間違い報告（重大・軽微）
＜重大＞ ＜軽微＞

間違いの態様 件数（件） 割合（％）

不必要な接種 17 24.6

接種間隔誤り 9 13.0

期限切れワクチンの使用 9 13.0

ワクチン間違い 5 7.2

接種量誤り 3 4.3

接種器具の不適切使用 2 2.9

対象者誤認 1 1.4

血液感染を起こしうる間違い 1 1.4

その他 22 31.9

総計 69 100.0

間違いの態様 件数（件） 割合（％）

接種間隔誤り 243 67.3
不必要な接種 58 16.1
期限切れワクチンの使用 9 2.5
ワクチン間違い 7 1.9
対象者誤認 7 1.9
接種部位・投与方法誤り 3 0.8
摂取量誤り 2 0.6
接種器具の不適切使用 2 0.6
血液感染を起こしうる間違い 2 0.6
その他 28 7.8
総計 361 100.0



令和４年度予防接種の間違い報告（重大・軽微）
＜重大＞ ＜軽微＞

ワクチンの種類 件数（件） 割合（％）

日本脳炎 14 20.3
MR 12 17.4
ロタウイルス 7 10.1
DPT-IPV 6 8.7
B型肝炎 5 7.2
DT 5 7.2
小児用肺炎球菌 5 7.2
インフルエンザ 3 4.3
HPV 3 4.3
ヒブ 3 4.3
BCG 2 2.9
成人用肺炎球菌 2 2.9
DPT 1 1.4
水痘 1 1.4
総計 69 100.0

ワクチンの種類 件数（件） 割合（％）

HPV 80 22.2
日本脳炎 59 16.3
B型肝炎 39 10.8
ヒブ 36 10.0
MR 28 7.8
DPT-IPV 24 6.6
小児用肺炎球菌 22 6.1
水痘 21 5.8
ロタウイルス 17 4.7
インフルエンザ 14 3.9
DT 9 2.5
成人用肺炎球菌 8 2.2
風しん 3 0.8
BCG 1 0.3
総計 361 100.0



令和４年度予防接種の間違い報告（接種間隔誤り①）
ワクチンの接種 件数（件） 割合（％）

HPV 70 27.8
B型肝炎 35 13.9
日本脳炎 33 13.1
ヒブ 31 12.3
小児用肺炎球菌 17 6.7
水痘 17 6.7
MR 13 5.2
ロタウイルス 13 5.2
DPT-IPV 11 4.4
成人用肺炎球菌 7 2.8
風しん 3 1.2
DT 1 0.4
インフルエンザ 1 0.4

252 100.0



令和４年度予防接種の間違い報告（接種間隔誤り①）
ワクチン
の種類

件数
（件）

【再掲】接種時期別件数
接種時期 回数 接種間隔 件数（件） 割合（％）

HPV 70

2回目 － （２価・４価）１月以上 12 17.1 

3回目 － （２価）第２回目の注射から２月半以上
（４価）第２回目の注射から３月以上 41 58.6

他・不明 － － 17 24.3

B型肝炎 35

初回 ２回 27日以上 5 14.3
追加 １回 第１回目の注射から139日以上 22 62.8

生ワクチン － 27日以上 1 2.9
他・不明 － － 7 20.0

日本脳炎 33

１期初回 ２回 ６日以上 1 3.0
１期追加 １回 第１期初回接種終了後、６月以上 20 60.6

生ワクチン － 27日以上 0 －
他・不明 － － 12 36.4

ヒブ 31

初回 ３回 27日（20日）以上 ４ 12.9
追加 １回 初回接種終了後、７月以上 24 77.4

生ワクチン － 27日以上 ３ 9.7
他・不明 － － 0 －



（メモ①）接種間隔の数え方
間隔 解釈

○○日以上

ポイント：初日（接種日）を不算入で数える。 ＝ 中○○日あける

＜４月１日に接種し、「６日以上」の間隔をおいて接種する場合＞
４月２日から数えて６日後の４月８日から接種可
→接種間隔が「７ｎ－１」日となっている場合、ｎ週間後の同じ曜日に接種可

○○月以上

ポイント：暦に従って計算する ＝ 月によって日数にばらつきがある。

＜４月１日に接種し、「６月以上」の間隔をおいて接種する場合＞
１０月１日の前日までで６月経過と考える＝１０月１日から接種可
（５月３１日接種の場合）１１月３０日で６月経過→１２月１日から接種可

○○月半以上

ポイント：○○月後の月が何日まであるかで「半」の日数が変わる。
２８日→１４日 ２９日・３０日→１５日 ３１日→１６日

＜４月１日に接種し、「２月半以上」の間隔をおいて接種する場合＞
２月の間隔をおくと６月１日。６月は３０日まであるため「半」は１５日。
＝６月１日から１５日の間隔をおくと、６月１６日から接種可



令和４年度予防接種の間違い報告（不必要な接種）
ワクチン
の種類

件数
（件）

【再掲】接種時期別件数
接種時期 回数 接種対象 件数（件） 割合（％）

日本脳炎 31
２期 １回 ９歳に達した時から10歳に達するまで 19 61.3

他・不明 － － 12 38.7

インフルエンザ 11 － （毎シーズン）
1回

・65歳以上
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、
腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の
日常生活活動が極度に障害される程度の
障害を有する者及びヒト免疫不全ウイル
スにより免疫の機能に日常生活がほとん
ど不可能な程度の障害を有する者

11 100

DPT-IPV 9
１期初回 ３回 生後２月に達した時から生後12月に達す

るまで ７ 77.8

他・不明 － － ２ 22.2

DT 8 ２期 １回 11歳に達した時から12歳に達するまで ８ 100

その他 16 － － － － －











（メモ②）接種対象者の考え方
間隔 解釈

○○歳に
①達した時
②至るまで
③達するまで

ポイント：誕生日の前日に１歳年をとると考える。

＜４月１日生まれの場合の①～③＞
① ○○歳になる年の３月３１日から接種可（至った日も同義）
②③○○歳になる年の３月３１日まで接種可

○○歳以上
●●歳未満

ポイント：「以上」の解釈に注意する。

＜４月１日生まれの場合の○○歳以上●●歳未満＞
○○歳になる年の３月３１日（※）から●●歳になる年の３月３１日まで接種可

（※）厳密には３月31日の24時に１歳年をとるが、24時に接種を受けることが想定
されないため、日中も含めるよう配慮されている。

①生後○月から
●月まで

②出生○週●日
後から

ポイント：月は暦で数える。日は生まれた日の翌日を１日後として数える。

＜４月１日生まれの場合＞
①例）生後２月から生後９月に至るまで→５月３１日から１２月３１日まで
②例）出生６週０日後から出生３２週０日後まで→５月１３日から１１月１１日まで



予防接種の間違いを防ぐために

○予防接種による間違いを防ぐために（2023年改訂版）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001103564.pdf

○予防接種の間違いを防ぐためのポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000535424.pdf

○小児の予防接小児の予防接種スケジュール
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000535420.pdf

○予防接種基本方針部会における医療関係者ヒアリング資料
（平成30年3月29日開催）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200528.html



予防接種の間違いについて

県で実施している主な事業・調査

最近の主な予防接種制度の改正等

本日の内容



愛知県広域予防接種事業

目 的

市町村長が行う予防接種法第５条第１項に規定する定期の予防接種の実施医療機関の範囲を、愛知県内全

域とすることにより、定期予防接種対象者の利便性を増し、感染症予防の手段である予防接種率の向上を図

るとともに、被接種者の体調、薬の服用歴、アレルギー等の情報を把握している「かかりつけ医」が予防接

種を実施することにより健康被害の防止を図ることを目的とする。

対象者

(1) 住民登録している市町村以外の市町村にかかりつけ医がいる者

(2) 長期に入院治療を要し、住民登録している市町村で予防接種を受けることが困難な者

(3) 里帰り出産、DV被害等により、住民登録している市町村以外での予防接種を希望する者

(4) 高齢者施設等に入所のため、住民登録している市町村以外での予防接種を希望する者。

(5) その他市町村長が対象者と認めた者



接種医療機関
（かかりつけ医）

①事前説明
（予防接種予約）

②申請 ③連絡票交付
（予診票）

④予防接種実施

愛知県国民保険団体連合会

⑤委託料請求
（名古屋市の場合は直接請求）

登録

委託契約

⑥委託料請求

被
接
種
者

愛
知
県
医
師
会

住
民
票
の
あ
る
市
町
村

⑦委託料支払い

⑧委託料支払い



愛知県広域予防接種事業 協力医療機関・医師数



愛知県広域予防接種事業 実績①

ワクチン種別 時期(回数) 総接種者数（延） （再）広域分 割合

DPT-IPV
１期初回(3) 157,480 5,306 3.4
１期追加(1) 51,512 1,468 2.8

DT ２期(1) 53,219 359 0.7

MR
１期(1) 53,464 1,547 2.9

２期(1) 59,649 966 1.6

日本脳炎
１期初回(3) 124,285 3,060 2.5
１期追加(1) 79,216 1,735 2.2

２期(1) 85,632 841 1.0

ヒブ
初回(3) 156,137 5,419 3.5
追加(1) 52,436 1,550 3.0

小児用肺炎球菌
初回(3) 156,283 5,425 3.5
追加(1) 52,643 1,547 2.9

（令和４年度予防接種実施状況より）



愛知県広域予防接種事業 実績②

ワクチン種別 時期(回数) 総接種者数（延） （再）広域分 割合

BCG －(1) 51,235 1,690 3.3

HPV －(3) 39,716 520 1.3

水痘 －(2) 102,291 2,995 2.9

B型肝炎 －(3) 155,554 5,362 3.4

ロタ（１価） －(2) 67,965 2,411 3.5

ロタ（５価） －(3) 51,535 1,682 3.3

インフルエンザ －(1) 1,222,757 25,554 2.0

高齢者用肺炎球菌 －(1) 36,539 600 1.6

（令和４年度予防接種実施状況より）



予防接種実施方法・実施状況調査

【調査項目】

○ 予防接種実施状況

・ 予防接種率（県全体、県全体（保健所設置市除く）、市町村別）

・ 予防接種率、接種者数の経年的推移

○ 予防接種実施方法

・ 接種方法（集団・個別、接種可能時期、予定者数、実費徴収額）

・ ワクチン購入方法

・ 周知方法（ワクチン、市町村別）

・ 各市町村における任意接種への助成状況



予防接種の間違いについて

県で実施している主な事業・調査

最近の主な予防接種制度の改正等

本日の内容



最近の主な予防接種制度の改正等
＜ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種について＞

①令和５年１月30日付け健発0130第２号

「予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」

ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種の実施方法として、以下のものを追加することとする。

・組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを１月以上の間隔をおいて２回筋肉内に注射した
後、３月以上の間隔をおいて１回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0.5 ミリリットルとする方法

②令和５年３月24日付け健発0324第４号
「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について」
ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種について、第１回目の接種時に12 歳となる日の属する

年度の初日から15 歳に至るまでの間にある者に対して組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワク
チンの注射を行う場合には、以下の方法によることを可能とすることとする。
・ 組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを５月以上の間隔をおいて２回筋肉内に注射する
ものとし、接種量は、毎回0.5 ミリリットルとする方法


